
 

奨学金返済支援制度の拡充について 

 

１　要旨・目的 

○　県内企業における人材の募集・採用・定着を支援するため、従業員の奨学金返済を

支援する中小企業等に対する県の補助制度の拡充を行い、公募を開始した。 

 

２　現状・背景 

○　県内の若者人口の減少と県内企業の若手人材の確保難が課題となっている中、従業

員に対する奨学金を返済する制度を設ける企業の増加を図ることにより、県内企業に

おける人材の採用と定着、ひいては若年者の県内就職に効果が期待できる。 

○　より多くの企業に対して導入に向けたきっかけとなるよう、令和７年度から、補助

率を大幅に引き上げるとともに、補助上限額を撤廃するなどの制度の見直しを行っ

た。 

 

３　概要 

 

４　予算（単県） 

　　34,377 千円（債務負担行為 40,492 千円） 

 

５　成果目標 

　　奨学金返済支援導入企業における支援対象者：210 人 

 

６　関連ホームページ 

▼令和７年度 Go！ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金のご案内 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/shogakukin-hensai-shien-hojokin.html 

▼従業員に対する奨学金返済支援制度導入企業（広島県奨学金返済支援制度導入企業デ

ータバンク登録企業）一覧 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/68/shsk-list.html 

 区分 内容

 名　　　　　称 Go！ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金

 補助対象企業 県内に本社、本店を置く中小企業等

 支援対象従業員 各年３月１日以降に採用した県内事業所勤務の従業員

 補助対象期間 最長３か年度 

令和７年度交付決定分の場合、令和７年４月１日から令和

10 年３月 31 日まで

 補 助 率 ・一般企業　　　　　　　　　従業員への給付額の２/３以内 

・人的資本経営指標を開示している企業　　　　同３/４以内

 スケジュール 公募期間　令和７年４月１日～令和８年２月 27 日 

※令和７年７月 31 日までに申請があったものについては、令和

７年４月１日から交付決定日までの給付も補助対象となる。

 そ　　の　　他 日本学生支援機構への代理返還を行う場合も補助対象
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補助内容

充実!

※補助条件は、公募要領などを
ご確認ください。

Go！ひろしま奨学金返済支援制度導入企業応援補助金

若年者の採用力の強化、従業員
の定着、人材確保に繋がります。

企業イメージや従業員のモチベーション
向上に期待ができます。

令和７年度
全面

リニューアル!!

手厚い支援と人的資本経営に取り組むことで選ばれる企業に！

学生の２人に１人は
奨学金を受給している
時代！

補助率を引上げました!!

補助上限額を
撤廃しました!!

※補助対象経費は当初の計画の
返済月額・年額の範囲内

人的資本経営とは、人材を「資本」として捉え、
人材への投資などを通じて、その価値を最大限に
引き出すことで、中長期的な企業価値の向上を
目指す経営のあり方です。

※補助要件や公募要領など詳細は県HPを
 ご確認ください。



お問い合わせ先 商工労働局雇用労働政策課
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